
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び 

予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第５期の定期接種の実施に向けた医療機関・健診機関向け手引き（第４版）
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様式（受診票：裏面、2019年 10月１日から使用可（税率 10％））

※ 表面と別刷りでも構いません。別刷りの場合、裏面の編綴及び送付は不要です。

● 付表１「検査番号」について

本受診票の表面に記載されている「検査番号」については、下表（付表１）に基づき、該当する番号の□

を黒く塗りつぶして（■）下さい。検査方法の詳細と風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価の基準

については、付表２を参照のこと。

●  風しんの第５期の定期接種の対象となる抗体価基準

※日曜日、国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日、１月２日、３日、１２月２９－３１日




